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新緑あざやかな季節を迎えました。                                                                 

 ＜２日  八 十 八 夜 、３日  憲 法 記 念 日 、４日  みどりの日 、５日  こどもの日 ,立 夏 ，12 日  母 の日 ，                           

21 日  小 満 ＞ 

 

1. May  改正情報・案内  

＜協会けんぽから＞「被扶養者資格の再確認について」 例年と同様に、平成 25 年 5 月末より、

順次、被扶養者のリストを事業主様へ送付されます。 

＜再確認の対象となる方＞ 

 協会管掌健康保険の被扶養者（ただし、次の被扶養者を除きます。） 

（1）平成 25 年 4 月 1 日において 18 歳未満の被扶養者 

（2）平成 25 年 4 月 1 日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者 

※すべての被扶養者が上記（1）または（2）に該当する場合、再確認は不要で、被扶養者状況リ

ストは送付されません。 

＜点検の仕方＞ 

ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認、被扶養者状況リス

トに必要事項を記入、事業主印を押印。（2 枚目は事業主様控） 

イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当

被扶養者の被保険者証を添付。 

ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にてご提出いただきます。 

＜内容確認（協会けんぽ）→審査・送付（年金事務所）＞ 

 管轄する年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及

び削除処理を行い、被扶養者（異動）届の「控」を事業主様へお送りします。 

＜提出時期＞ 

 被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。（最終提出期限：平成 25 年 7 月末） 

 

 

222 ...    名名名言言言名名名句句句          

「諸君は必ず失敗する。成功があるかもしれませぬけど、成功より失敗が多い。     

失敗に落胆しなさるな。失敗に打ち勝たねばならぬ。」   大隈 重信 

 

333...    法法法律律律ワワワンンンポポポイイインンントトト  「改正高年齢者雇用安定法」施行に伴う企業への指導内容 

◆役所はどのような指導を行うのか？ 

改正高年齢者雇用安定法の施行（４月１日）に伴い、厚生労働省は、同日付けで「高年齢者雇用

対策の推進について」という通達を出しました。この通達は、厚生労働省が各都道府県労働局長

宛に出したものであり、労働局は、今後この通達に基づいて改正法を運用していくものと思われ
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☆ 現在の保険料率 ※（労使折半料率）健康保険 49.85（愛知）／1000、介護保険 7.75／1000           

厚生年金保険 83.83／1000  雇用保険 5／1000（建設業６／1000）  
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ます。通達の内容は、「Ⅰ 高年齢者雇用確保措置の推進等に係る指導について」、「Ⅱ 高年齢者

等の再就職の促進援助等について」の２つが柱となっています。 

◆「法違反をしている企業」に対する指導 

「法の規定に違反している企業については、個別指導を行うことを原則としています。高年齢者

雇用確保措置が未実施となっている 31 人以上規模企業に対しては、これまでの指導等の状況も

踏まえつつ、個別指導を実施する」とし、「 30 人以下規模の小規模企業に対する指導は、 原則

として、公共職業安定所が行う各種説明会等の場を活用した集団指導や、事業主団体の実施する

会合等企業が広く集まる場を捉えることによる周知等を実施するとともに、参加した企業からの

疑義や要請に対して、必要な指導・援助を行う」などとしています。 

444...    統統統計計計・・・情情情報報報          

① 厚生労働省が２月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、製造業の残業時間が 14.6 時間（前月比

4.6％増）となり、2011 年６月以来、１年８カ月ぶりに増加したことがわかった。円安で自動車などの生

産が回復してきたことなどが要因と見られる。（4 月 2 日） 

 

② 経団連は 4/５、2013 年春季労使交渉の大手企業の業種別回答結果（第１回集計、35 社）を発表した。

賃上げ水準（加重平均）は 6,203 円、1.91％で前年を 37 円、0.03 ポイント下回った。 

  http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/027.pdf 

 

③ 東京都は、自転車通勤を認めている企業に対して従業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付

け、自転車販売店に対して道交法に違反する自転車の販売を規制することなどを内容とする条例を採択し

た。こうした条例は全国で初めて、７月１日から施行。ただし、罰則は設けられていない。 

 

④ 神奈川県は３月 25 日、中小企業を対象としたパワハラ対策マニュアルを全国都道府県で初めて作成し、

ホームページに掲載した。県内事業所におけるパワハラ対策の取組状況等に関する実態調査の結果を踏ま

えたもので、社員研修の実施方法や相談窓口の開設、運営方法などを丁寧に解説している。 

  http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p631197.html   
 
⑤ 公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」では、平成 25 年４月入社の新入社員の特徴を

まとめた。この研究会では、その年の新入社員の特徴をネーミングすることが恒例となっていて、今年の

新入社員は『ロボット掃除機型』。同研究会では、この由来については、「一見どれも均一的で区別がつき

にくいが、部屋の隅々まで効率的に動き回り家事など時間の短縮に役立つ（就職活動期間が２カ月短縮さ

れた中で、効率よく会社訪問をすることが求められた）。しかし段差（プレッシャー）に弱く、たまに行方

不明になったり、裏返しになってもがき続けたりすることもある。能力を発揮させるには環境整備（職場

のフォローや丁寧な育成）が必要」と説明している。 

 

⑥ 総務省は 4 月 16 日、2012 年 10 月１日現在の人口推計を公表し

た。外国人を含む総人口は１億 2,751 万 5,000 人で、前年に比べ 28

万 4,000 人（0.22％）減少した。日本人人口は 22 万 3,000 人（0.18％）

減の１億 2,595 万 7,000 人だった。65 歳以上人口は 3,079 万 3,000

人で、初めて 3,000 万人を超えた。 

  http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2012np/index.htm                         

                                  

ＮＨＫの朝の連続テレビ小説＝通称朝ドラは、４月から、「あまちゃん」を放送中（視聴率 20％超で好調）。

知らなかったのですが、初回を見て「復興応援している三陸鉄道が映ってる！」岩手県の北三陸市（架空の

市）が舞台で、主人公はその「北の海女」になるという設定。久慈市でのロケで、北三陸駅は実際の北リアス

線の起点の久慈駅である模様。ＴＶではオープニング曲やドラマの中の随所で、三陸鉄道の列車が元気に

走ってます！タイトルの「あまちゃん」は「海女（あま）さん」と「甘ちゃん」をかけているようです。アマチュアの 

アマもかなと。毎回コミカルな場面があり笑わせてくれます。その中でも方言で「驚いたとき」に使う「じぇ～」、

ものすごく驚く場合には「じぇ、じぇ、じぇ～」、流行しそうな予感？が・・・・。これは古い時代の方言らしく、実際

には地元の方は使わないらしいです。                                           

※三陸鉄道は北リアス線、南リアス線ともに 2014 年 4 月全線復旧へ向けて動いています。 

福島県の会津藩の新島八重を主役にしたＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」とともに、東北復興を盛り上げる

2013 年になっています。今年は、「東北を応援するツアー」も多く出てきているようで、本当にその一助になれ

ば良いと思います。がんばれ東北！（Ｓ） 


